
総務・企画常任委員会 

 

◎ 開催日時  令和元年12月13日（金） 10時00分～11時31分 

 

◎ 開催場所  第一委員会室 

 

◎ 説 明 員  総務部長および関係職員 

 

◎ 議事の概要 

 

【総務部所管分】 

１ 付託案件 

（１）議第196号 令和元年度滋賀県一般会計補正予算（第５号）のうち総務部等所管部分 

について 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（２）議第197号  令和元年度滋賀県モーターボート競走事業会計補正予算（第１号） 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（３）議第198号 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（４）議第199号  滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（５）議第200号 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（６）議第210号 令和２年度において発売する当せん金付証票の発売総額につき議決を 

求めることについて 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

（７）請願６号 免税軽油制度の継続を求めることについて 

   ［結果］  全員一致で採択とすべきものと決した。 

 

２ 所管事項調査 

（１）私立高等学校等学び直し支援補助金の誤支給の対応状況について 



 

（２）びわこボートレース場中期経営計画（素案）について 

  委員からは、繰り上げ償還することで利息の支払いを圧縮することを第一と考える

べきである、この事業は福祉事業ではないので利益を出さないと存在価値がないと思

うので、他場と比較して売り上げが上がるように努力してもらいたい、などの意見が

出された。 

 

３ 一般所管事項調査 

 

４ 意見書（案） 

  「私学助成の充実強化等を求める意見書（案）」および「新たな過疎対策法の制定

を求める意見書（案）」については、総務・企画常任委員会として提出することに決

定した。 

 

 

 

 

 委員会で配付された資料  

１ 滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例案（議第199号）・滋賀県

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案（議第198号） 

２ 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案要綱 

３ 令和２年度において発売する当せん金付証票の発売総額につき議決を求めることに

ついて 

４ 私立高等学校等学び直し支援補助金の誤支給の対応状況について 

５ びわこボートレース場中期経営計画2020（素案）概要 

６ びわこボートレース場中期経営計画2020（素案） 

 


